
2022 年 2 月 7 日 

 

学生各位 

神奈川大学学生生活支援部  

 

国の制度「学生等の学びを継続するための緊急給付金」二次募集について 

(お知らせ) 

 

 標記について、文部科学省より二次募集の通知がありましたので、お知らせしま

す。 

この給付金は、特に家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学

生等で、この度の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、アルバイト収入の大

幅な減少等により、大学等での修学の継続が困難になっている者に対して支援を行う

ものです。 

大学ごとに推薦枠が決められているため、推薦枠以上の申請があった場合には、選

考のうえ推薦者を決定しますので、予めご承知おきください。 

 

1.対象学生（申請要件） 

 次の①および②を満たしている学部生・大学院生（ただし、非正規生（交換留学

生・研究生は除く） 

※休学中の方も申請可能です。 

※一次募集で不採用になった方も、条件を満たしている場合には再度申請が可能で

す。  

 

① 2021 年度「学生等の学びを継続するための緊急給付金」を受給していない者 

（推薦対象になっているが、まだ入金されていない者も含む） 

 

② 次の a～e の条件を全て満たしている者 

 a.原則として自宅外で生活をしている者 

ただし、自宅で生活していても経済的に家庭から自立している者を含む 

 b.家庭から多額（授業料を含む 150 万円以上を目安とする）の仕送りを受けてい

ない者 

 c.家庭(両親のいずれか)の収入減等により、家庭からの追加支援が期待できない

者 

 d.次のいずれかの状況でアルバイト収入への影響を受けている者 

・新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られな

い状況が継続している者 

  ・コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少（50％以上減少）し、

その状況が本年度になっても改善していない者 

  ・アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が

悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の

継続が困難となっている者 

 e. 既存の支援制度について、次のうちいずれかを満たしている者 

・高等教育の修学支援新制度に申し込みをしている者または今後利用を予定し

ている者であって、第一種奨学金（無利子奨学金）の限度額まで利用してい

る者 

・高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金（無利子奨学

金）の限度額まで利用している者 

・要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金（無利子



奨学金）を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能

な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定し

ている者 

 

 ※申請する際は、証明書を添付していただきます。証明書類の例はこちらをご確

認ください。 

 ※申請に当たり、虚偽申告やその他不正により給付金を受給した場合には、返金

を求められることがあります。 

 

2.給付金額 

 ・10 万円 

 

3.大学への申請期限 

・申請(入力)期限 ： 2022 年 2 月 16 日（水） 23 時 59 分まで 

※申請(入力)期限を過ぎた申請は、一切受付けできません。 

 

4.申請方法 

 ・申請フォームに必要事項を入力する方法により申請 

 ・WeBSt@tion の掲示板に申請フォームをお送りしますので、申請(入力)期限内

（2022 年 2 月 16 日（水）まで）に入力してください。 

・申請フォーム公開日：2022 年 2 月 7 日（月） 

・ジャンル：(全)【学生生活支援】事務からのお知らせ 

・タイトル：【重要】「学生等の学びを継続するための緊急給付金」二次募集につい 

 て 

 

5.選考基準 

 ・申請要件と成績から総合的に判断します。 

※先着順ではありませんので、ご留意ください。 

 

6.選考結果 

 ・推薦の有無にかかわらず、2022 年 2 月 28 日（月）に WeBSt@tion にてお知らせし

ます。 

  

7.支給方法 

 ・日本学生支援機構から、申請者である本人名義の口座へ振り込み 

 ※日本国外の銀行等は利用できません。よくある質問をご確認ください 

 

8.支給日 

 ・大学から推薦後、日本学生支援機構の手続きが完了次第、支給されます。 

※大学では、支給日は分かりかねますのでご了承ください。 

・振込人名義：ガクセイトウキンキュウキュウフキン 

 

9.よくある質問 

 ・こちらをご確認ください。 

 

10.問合せ先 

学生生活支援部学生課 奨学金担当 

 kinkyu-kyufukin@kanagawa-u.ac.jp （返信には､時間がかかる場合があります。） 

   

以上 

https://kanagawa-u.box.com/s/bvyy2p8oq318mdh2zju1astzkdjczglc
https://kanagawa-u.box.com/s/7eq73gaqe01f9b0rj885xmsv0t7wbhtk
mailto:kinkyu-kyufukin@kanagawa-u.ac.jp?subject=%E7%B7%8A%E6%80%A5%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

